
【振動】規制地域の区域の区分等にについて 

 

１ 特定工場等において発生する振動についての規制基準 

区域の区分 時間の区分 

昼 間 

(8:00~19:00) 

夜 間 

(19:00~8:00) 

第１種区域 ６０ｄＢ ５５ｄＢ 

第２種区域 ６５ｄＢ ６０ｄＢ 

＊上記の値は、特定工場等の敷地境界における基準値 

＊第１種区域及び第２種区域とは、それぞれ次に掲げる地域をいう。 

第１種区域・・・都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第１号の規定に 

より定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第 

一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、 

第二種住居地域及び準住居地域並びに佐賀空港周辺を除く同号に規定す 

る用途地域の指定のない地域 

第２種区域・・・都市計画法第８条第１項第１号の規定により定められた近隣商業地域、 

商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域並びに佐賀空港周辺 

 

２ 振動規制法に基づく特定建設作業に係る勧告基準 

項目 第１号区域 第２号区域 

振動の大きさ ７５ｄＢ 

作業時間帯 19:00~7:00でないこと 22:00~6:00でないこと 

１日の作業時間 １０時間を超えないこと １４時間を超えないこと 

作業期間 連続６日を超えないこと 

作業日 日曜その他の休日でないこと 

＊基準値は作業場所の敷地境界線における振動の大きさ 

＊建設作業による振動の場合、第１種区域及び第２種区域のうち都市計画法（昭和４３年

法律第１００号）第８条第１項第１号の規定により定められた近隣商業地域、商業地域及

び準工業地域並びに佐賀空港周辺は全域、第２種区域のうち同号の規定により定められた

工業地域及び工業専用地域は次に掲げる施設の境界線から８０メートル以内の区域に規制

されるものが第１号区域、それ以外の区域が第２号区域となる。 

（１） 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校 

（２） 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第１項に規定する保育所 

（３） 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する病院及び同条

第２項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの 

（４） 図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する図書館 



（５） 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第５条の３に規定する特別養護老人ホ

ーム 

（６） 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成

１８年法律第７７号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園 

 

３ 道路交通振動に係る要請限度 

区域の区分 時間の区分 

昼間 

(8:00~19:00) 

夜間 

(19:00~8:00) 

第１種区域 ６５ｄＢ ６０ｄＢ 

第２種区域 ７０ｄＢ ６５ｄＢ 

＊上記の値は、道路の敷地境界での振動レベル 

＊第１種区域及び第２種区域とは、それぞれ次に掲げる地域をいう。 

第１種区域・・・都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第１号の規定に 

より定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第 

一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、 

第二種住居地域及び準住居地域並びに佐賀空港周辺を除く同号に規定す 

る用途地域の指定のない地域 

第２種区域・・・都市計画法第８条第１項第１号の規定により定められた近隣商業地域、 

商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域並びに佐賀空港周辺 


